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食
品
表
示
法 

新
旧
対
照
条
文
（
抄
） 

   

○ 

農
林
物
資
の
規
格
化
及
び
品
質
表
示
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
七
十
五
号
） 

   

 

農
林
物
資
の
規
格
化
等
に
関
す
る
法
律 

 目
次 

第
一
章
～
第
四
章
（
略
） 

第
五
章 

飲
食
料
品
以
外
の
農
林
物
資
の
品
質
表
示
等

第
六
章
（
略
） 

の

適
正
化
（
第
十
九
条
の
十
三
―
第
十
九
条
の
十

六
） 

第
七
章 

罰
則
（
第
二
十
四
条

附
則 

―
第
三
十
一
条
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
以
下
略
） 

 

改 
 

正 
 

後 

 

農
林
物
資
の
規
格
化
及
び
品
質
表
示
の
適
正
化
に
関

す
る
法
律 

目
次 

 
第
一
章
～
第
四
章
（
略
） 

第
五
章 

品
質
表
示
等

第
十
九
条
の
十
六
） 

の
適
正
化
（
第
十
九
条
の
十
三
― 

 

 

第
六
章
（
略
） 

 

第
七
章 

罰
則
（
第
二
十
三
条
の
二

附
則 

―
第
三
十
一
条
） 

（
以
下
略
） 

改 
 

正 
 

前 

１ 



【
食
品
表
示
基
準
に
お
け
る
遺
伝
子
組
換
え
食
品
に
関
す
る
規
定
】 

 
○ 
食
品
表
示
法
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
七
十
号
）
（
抄
） 

 

（
食
品
表
示
基
準
の
策
定
等
） 

第
四
条 

内
閣
総
理
大
臣
は
、
内
閣
府
令
で
、
食
品
及
び
食
品
関
連
事
業
者
等
の
区
分
ご
と
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
の
う

ち
当
該
区
分
に
属
す
る
食
品
を
消
費
者
が
安
全
に
摂
取
し
、
及
び
自
主
的
か
つ
合
理
的
に
選
択
す
る
た
め
に
必
要
と
認

め
ら
れ
る
事
項
を
内
容
と
す
る
販
売
の
用
に
供
す
る
食
品
に
関
す
る
表
示
の
基
準
を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

○ 

食
品
表
示
基
準
（
平
成
二
十
七
年
内
閣
府
令
第
十
号
）
（
抄
） 

（
定
義
） 

第
二
条 

こ
の
府
令
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。 

 

一 

加
工
食
品 

製
造
又
は
加
工
さ
れ
た
食
品
と
し
て
別
表
第
一
に
掲
げ
る
も
の
を
い
う
。 

 

二 

（
略
） 

 

三 

業
務
用
加
工
食
品 

加
工
食
品
の
う
ち
、
消
費
者
に
販
売
さ
れ
る
形
態
と
な
っ
て
い
る
も
の
以
外
の
も
の
を
い
う
。 

 

四 

～ 

十
二 

（
略
） 

十
三 

組
換
え
Ｄ
Ｎ
Ａ
技
術 

酵
素
等
を
用
い
た
切
断
及
び
再
結
合
の
操
作
に
よ
っ
て
、
Ｄ
Ｎ
Ａ
を
つ
な
ぎ
合
わ
せ
た
組
換 

え
Ｄ
Ｎ
Ａ
を
作
製
し
、
そ
れ
を
生
細
胞
に
移
入
し
、
か
つ
、
増
殖
さ
せ
る
技
術
を
い
う
。 

十
四 

対
象
農
産
物 

組
換
え
Ｄ
Ｎ
Ａ
技
術
を
用
い
て
生
産
さ
れ
た
農
産
物
の
属
す
る
作
目
で
あ
っ
て
別
表
第
十
六
に
掲

げ
る
も
の
を
い
う
。 

十
五 

遺
伝
子
組
換
え
農
産
物 

対
象
農
産
物
の
う
ち
組
換
え
Ｄ
Ｎ
Ａ
技
術
を
用
い
て
生
産
さ
れ
た
も
の
を
い
う
。 

十
六 

非
遺
伝
子
組
換
え
農
産
物 

対
象
農
産
物
の
う
ち
遺
伝
子
組
換
え
農
産
物
で
な
い
も
の
を
い
う
。 

十
七 

特
定
遺
伝
子
組
換
え
農
産
物 

対
象
農
産
物
の
う
ち
組
換
え
Ｄ
Ｎ
Ａ
技
術
を
用
い
て
生
産
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
組 

成
、
栄
養
価
等
が
通
常
の
農
産
物
と
著
し
く
異
な
る
も
の
を
い
う
。 

十
八 

非
特
定
遺
伝
子
組
換
え
農
産
物 

対
象
農
産
物
の
う
ち
特
定
遺
伝
子
組
換
え
農
産
物
で
な
い
も
の
を
い
う
。 

十
九 

分
別
生
産
流
通
管
理 

遺
伝
子
組
換
え
農
産
物
及
び
非
遺
伝
子
組
換
え
農
産
物
を
生
産
、
流
通
及
び
加
工
の
各
段
階 

で
善
良
な
る
管
理
者
の
注
意
を
も
っ
て
分
別
管
理
す
る
こ
と
（
そ
の
旨
が
書
類
に
よ
り
証
明
さ
れ
た
も
の
に
限
る
。
）
を 

い
う
。 

二
十 

特
定
分
別
生
産
流
通
管
理 

特
定
遺
伝
子
組
換
え
農
産
物
及
び
非
特
定
遺
伝
子
組
換
え
農
産
物
を
生
産
、
流
通
及
び 

加
工
の
各
段
階
で
善
良
な
る
管
理
者
の
注
意
を
も
っ
て
分
別
管
理
す
る
こ
と
（
そ
の
旨
が
書
類
に
よ
り
証
明
さ
れ
た
も
の 

に
限
る
。
）
を
い
う
。 

（
横
断
的
義
務
表
示
） 

第
三
条 

食
品
関
連
事
業
者
が
容
器
包
装
に
入
れ
ら
れ
た
加
工
食
品
（
業
務
用
加
工
食
品
を
除
く
。
以
下
こ
の
節
に
お
い
て
「
一

般
用
加
工
食
品
」
と
い
う
。
）
を
販
売
す
る
際
（
設
備
を
設
け
て
飲
食
さ
せ
る
場
合
を
除
く
。
第
六
条
及
び
第
七
条
に
お
い

て
同
じ
。
）
に
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
表
示
事
項
が
同
表
の
下
欄
に
定
め
る
表
示
の
方
法
に
従
い
表
示
さ
れ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
（
略
） 

２ 

前
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
食
品
関
連
事
業
者
が
一
般
用
加
工
食
品
の
う
ち
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
も
の
を
販
売
す 

る
際
（
設
備
を
設
け
て
飲
食
さ
せ
る
場
合
を
除
く
。
）
に
は
、
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
表
示
事
項
が
同
表
の
下
欄
に
定
め
る 

別
表
第
十
七
の
下
欄
及

び
別
表
第
十
八
の
中
欄

に
掲
げ
る
加
工
食
品 

表
示
の
方
法
に
従
い
表
示
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

遺
伝
子
組
換
え
食
品

に
関
す
る
事
項 

１ 

加
工
工
程
後
も
組
み
換
え
ら
れ
た
Ｄ
Ｎ
Ａ
又
は
こ
れ
に
よ
っ
て
生 

じ
た
た
ん
ぱ
く
質
が
残
存
す
る
加
工
食
品
と
し
て
別
表
第
十
七
の
下 

欄
に
掲
げ
る
も
の
（
２
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
に
あ
っ
て
は
、 

２ 



  
 

次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
表
示
す
る
。 

一 

分
別
生
産
流
通
管
理
が
行
わ
れ
た
こ
と
を
確
認
し
た
遺
伝
子 

組
換
え
農
産
物
で
あ
る
別
表
第
十
七
の
上
欄
に
掲
げ
る
対
象
農 

産
物
を
原
材
料
と
す
る
場
合
は
、
当
該
原
材
料
名
の
次
に
括
弧 

を
付
し
て
「
遺
伝
子
組
換
え
の
も
の
を
分
別
」
、
「
遺
伝
子
組 

換
え
」
等
分
別
生
産
流
通
管
理
が
行
わ
れ
た
遺
伝
子
組
換
え
農 

産
物
で
あ
る
旨
を
表
示
す
る
。 

二 

生
産
、
流
通
又
は
加
工
の
い
ず
れ
か
の
段
階
で
遺
伝
子
組
換 

え
農
産
物
及
び
非
遺
伝
子
組
換
え
農
産
物
が
分
別
さ
れ
て
い
な 

い
別
表
第
十
七
の
上
欄
に
掲
げ
る
対
象
農
産
物
を
原
材
料
と
す 

る
場
合
は
、
当
該
原
材
料
名
の
次
に
括
弧
を
付
し
て
「
遺
伝
子 

 
組
換
え
不
分
別
」
等
遺
伝
子
組
換
え
農
産
物
及
び
非
遺
伝
子
組 

換
え
農
産
物
が
分
別
さ
れ
て
い
な
い
旨
を
表
示
す
る
。 

三 

分
別
生
産
流
通
管
理
が
行
わ
れ
た
こ
と
を
確
認
し
た
非
遺
伝 

子
組
換
え
農
産
物
で
あ
る
別
表
第
十
七
の
上
欄
に
掲
げ
る
対
象 

農
産
物
を
原
材
料
と
す
る
場
合
は
、
当
該
原
材
料
名
を
表
示
す 

る
か
、
又
は
当
該
原
材
料
名
の
次
に
括
弧
を
付
し
て
「
遺
伝
子 

組
換
え
で
な
い
も
の
を
分
別
」
、
「
遺
伝
子
組
換
え
で
な
い
」 

等
分
別
生
産
流
通
管
理
が
行
わ
れ
た
非
遺
伝
子
組
換
え
農
産
物 

で
あ
る
旨
を
表
示
す
る
。 

２ 

別
表
第
十
八
の
上
欄
に
掲
げ
る
形
質
を
有
す
る
特
定
遺
伝
子
組 

換
え
農
産
物
を
含
む
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
対
象
農
産
物
を
原
材 

料
と
す
る
加
工
食
品
（
こ
れ
を
原
材
料
と
す
る
加
工
食
品
を
含
む
。
） 

で
あ
っ
て
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
次
に
定
め 

る
と
こ
ろ
に
よ
り
表
示
す
る
。 

一 

特
定
分
別
生
産
流
通
管
理
が
行
わ
れ
た
こ
と
を
確
認
し
た
特 

定
遺
伝
子
組
換
え
農
産
物
で
あ
る
別
表
第
十
八
の
下
欄
に
掲
げ 

る
対
象
農
産
物
を
原
材
料
と
す
る
場
合
は
、
当
該
原
材
料
名
の 

次
に
括
弧
を
付
し
て
「
○
○
○
遺
伝
子
組
換
え
の
も
の
を
分
別
」
、 

「
○
○
○
遺
伝
子
組
換
え
」
（
○
○
○
は
、
同
表
の
上
欄
に
掲 

げ
る
形
質
）
等
特
定
分
別
生
産
流
通
管
理
が
行
わ
れ
た
特
定
遺 

伝
子
組
換
え
農
産
物
で
あ
る
旨
を
表
示
す
る
。 

二 

特
定
遺
伝
子
組
換
え
農
産
物
及
び
非
特
定
遺
伝
子
組
換
え
農 

産
物
が
意
図
的
に
混
合
さ
れ
た
別
表
第
十
八
の
下
欄
に
掲
げ
る 

対
象
農
産
物
を
原
材
料
と
す
る
場
合
は
、
第
三
項
の
規
定
に
か 

か
わ
ら
ず
、
当
該
原
材
料
名
の
次
に
括
弧
を
付
し
て
「
○
○
○ 

遺
伝
子
組
換
え
の
も
の
を
混
合
」
（
○
○
○
は
、
同
表
の
上
欄 

に
掲
げ
る
形
質
）
等
特
定
遺
伝
子
組
換
え
農
産
物
及
び
非
特
定 

遺
伝
子
組
換
え
農
産
物
が
意
図
的
に
混
合
さ
れ
た
農
産
物
で
あ 

 

３ 



  
 

る
旨
を
表
示
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
「
○
○
○
遺
伝
子 

組
換
え
の
も
の
を
混
合
」
等
の
文
字
の
次
に
括
弧
を
付
し
て
、 

当
該
特
定
遺
伝
子
組
換
え
農
産
物
が
同
一
の
作
目
に
属
す
る
対 

象
農
産
物
に
占
め
る
重
量
の
割
合
を
表
示
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

３ 

分
別
生
産
流
通
管
理
を
行
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
意
図
せ
ざ 

る
遺
伝
子
組
換
え
農
産
物
又
は
非
遺
伝
子
組
換
え
農
産
物
の
一
定 

の
混
入
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
も
、
１
の
一
又
は
三
の
確
認
が 

適
切
に
行
わ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
１
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て 

は
、
分
別
生
産
流
通
管
理
が
行
わ
れ
た
こ
と
を
確
認
し
た
も
の
と 

み
な
す
。 

４ 
特
定
分
別
生
産
流
通
管
理
を
行
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
意
図 

せ
ざ
る
特
定
遺
伝
子
組
換
え
農
産
物
又
は
非
特
定
遺
伝
子
組
換
え 

農
産
物
の
一
定
の
混
入
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
も
、
２
の
一
の 

確
認
が
適
切
に
行
わ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
２
の
規
定
の
適
用
に 

つ
い
て
は
、
特
定
分
別
生
産
流
通
管
理
が
行
わ
れ
た
こ
と
を
確
認 

し
た
も
の
と
み
な
す
。 

５ 

別
表
第
十
七
及
び
別
表
第
十
八
に
掲
げ
る
加
工
食
品
の
原
材
料 

の
う
ち
、
対
象
農
産
物
又
は
こ
れ
を
原
材
料
と
す
る
加
工
食
品
で 

あ
っ
て
主
な
原
材
料
（
原
材
料
の
重
量
に
占
め
る
割
合
の
高
い
原 

材
料
の
上
位
三
位
ま
で
の
も
の
で
、
か
つ
、
原
材
料
及
び
添
加
物 

の
重
量
に
占
め
る
割
合
が
五
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
で
あ
る
も
の
を
い 

う
。
以
下
同
じ
。
）
で
な
い
も
の
に
つ
い
て
は
、
分
別
生
産
流
通 

管
理
が
行
わ
れ
た
遺
伝
子
組
換
え
農
産
物
若
し
く
は
非
遺
伝
子
組

換
え
農
産
物
で
あ
る
旨
、
遺
伝
子
組
換
え
農
産
物
及
び
非
遺
伝
子 

組
換
え
農
産
物
が
分
別
さ
れ
て
い
な
い
旨
、
特
定
分
別
生
産
流
通 

管
理
が
行
わ
れ
た
特
定
遺
伝
子
組
換
え
農
産
物
で
あ
る
旨
又
は
特 

定
遺
伝
子
組
換
え
農
産
物
及
び
非
特
定
遺
伝
子
組
換
え
農
産
物
が 

意
図
的
に
混
合
さ
れ
た
農
産
物
で
あ
る
旨
の
表
示
（
以
下
「
遺
伝 

子
組
換
え
に
関
す
る
表
示
」
と
い
う
。
）
は
不
要
と
す
る
。
た
だ 

し
、
こ
れ
ら
の
原
材
料
に
つ
い
て
遺
伝
子
組
換
え
に
関
す
る
表
示 

を
行
う
場
合
に
は
、
１
か
ら
４
ま
で
の
規
定
の
例
に
よ
り
こ
れ
を 

表
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

６ 

対
象
農
産
物
を
原
材
料
と
す
る
加
工
食
品
で
あ
っ
て
別
表
第
十 

七
及
び
別
表
第
十
八
に
掲
げ
る
加
工
食
品
以
外
の
も
の
の
対
象
農 

産
物
で
あ
る
原
材
料
に
つ
い
て
は
、
遺
伝
子
組
換
え
に
関
す
る
表 

示
は
不
要
と
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
原
材
料
に
つ
い
て
遺
伝
子
組 

換
え
に
関
す
る
表
示
を
行
う
場
合
に
は
、
１
及
び
２
の
規
定
の
例 

に
よ
り
こ
れ
を
表
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

４ 



別
表
第
一
（
第
二
条
関
係
） 

25 
飲
料
等 

 
 
 

飲
料
水
、
清
涼
飲
料
、
酒
類

 

、
氷
、
そ
の
他
の
飲
料 

別
表
第
十
六
（
第
二
条
関
係
） 

１ 

大
豆
（
枝
豆
及
び
大
豆
も
や
し
を
含
む
。
） 

２ 

と
う
も
ろ
こ
し 

３ 

ば
れ
い
し
ょ 

４ 

な
た
ね 

５ 

綿
実 

６ 

ア
ル
フ
ァ
ル
フ
ァ 

７ 

て
ん
菜 

８ 

パ
パ
イ
ヤ 

 

別
表
第
十
七
（
第
三
条
、
第
九
条
関
係
） 

                         

と
う
も
ろ
こ
し 

大
豆
（
枝
豆
及
び
大
豆
も
や
し
を
含
む
。） 

対
象
農
産
物 

１ 

コ
ー
ン
ス
ナ
ッ
ク
菓
子 

２ 

コ
ー
ン
ス
タ
ー
チ 

３ 

ポ
ッ
プ
コ
ー
ン 

４ 

冷
凍
と
う
も
ろ
こ
し 

５ 

と
う
も
ろ
こ
し
缶
詰
及
び
と
う
も
ろ
こ
し
瓶
詰 

６ 

コ
ー
ン
フ
ラ
ワ
ー
を
主
な
原
材
料
と
す
る
も
の 

１ 

豆
腐
・
油
揚
げ
類 

２ 

凍
り
豆
腐
、
お
か
ら
及
び
ゆ
ば 

３ 

納
豆 

４ 

豆
乳
類 

５ 

み
そ 

６ 

大
豆
煮
豆 

７ 

大
豆
缶
詰
及
び
大
豆
瓶
詰 

８ 

き
な
こ 

９ 

大
豆
い
り
豆 

10 

１
か
ら
９
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
を
主
な
原
材
料
と
す
る
も
の 

11 

調
理
用
の
大
豆
を
主
な
原
材
料
と
す
る
も
の 

12 

大
豆
粉
を
主
な
原
材
料
と
す
る
も
の 

13 

大
豆
た
ん
ぱ
く
を
主
な
原
材
料
と
す
る
も
の 

14 

枝
豆
を
主
な
原
材
料
と
す
る
も
の 

15 

大
豆
も
や
し
を
主
な
原
材
料
と
す
る
も
の 

 

加
工
食
品 

５ 



  

別
表
第
十
八
（
第
三
条
、
第
十
八
条
関
係
） 

     

パ
パ
イ
ヤ 

て
ん
菜 

ア
ル
フ
ァ
ル
フ
ァ 

綿
実 

な
た
ね 

ば
れ
い
し
ょ 

 

パ
パ
イ
ヤ
を
主
な
原
材
料
と
す
る
も
の 

調
理
用
の
て
ん
菜
を
主
な
原
材
料
と
す
る
も
の 

ア
ル
フ
ァ
ル
フ
ァ
を
主
な
原
材
料
と
す
る
も
の 

  

１ 

ポ
テ
ト
ス
ナ
ッ
ク
菓
子 

２ 

乾
燥
ば
れ
い
し
ょ 

３ 

冷
凍
ば
れ
い
し
ょ 

４ 

ば
れ
い
し
ょ
で
ん
粉 

５ 

調
理
用
の
ば
れ
い
し
ょ
を
主
な
原
材
料
と
す
る
も
の 

６ 
１
か
ら
４
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
を
主
な
原
材
料
と
す
る
も
の 

７ 

コ
ー
ン
グ
リ
ッ
ツ
を
主
な
原
材
料
と
す
る
も
の
（
コ
ー
ン
フ
レ 

ー
ク
を
除
く
。
） 

８ 

調
理
用
の
と
う
も
ろ
こ
し
を
主
な
原
材
料
と
す
る
も
の 

９ 

１
か
ら
５
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
を
主
な
原
材
料
と
す
る
も
の 

高
リ
シ
ン 

ス
テ
ア
リ
ド
ン
酸
産

生 

 

高
オ
レ
イ
ン
酸 

形
質 

１ 

と
う
も
ろ
こ
し
を
主
な
原
材
料
と
す
る
も
の
（
上
欄
に
掲
げ
る

形
質
を
有
し
な
く
な
っ
た
も
の
を
除
く
。
） 

２ 

１
に
掲
げ
る
も
の
を
主
な
原
材
料
と
す
る
も
の 

１ 

大
豆
を
主
な
原
材
料
と
す
る
も
の
（
脱
脂
さ
れ
た
こ
と
に
よ

り
、
上
欄
に
掲
げ
る
形
質
を
有
し
な
く
な
っ
た
も
の
を
除
く
。
） 

２ 

１
に
掲
げ
る
も
の
を
主
な
原
材
料
と
す
る
も
の 

加
工
食
品 

と
う
も
ろ
こ
し 

大
豆 

対
象
農
産
物 

６ 



【
食
品
表
示
基
準
に
お
け
る
文
字
の
ポ
イ
ン
ト
に
関
す
る
規
定
】 

○ 

食
品
表
示
基
準
（
平
成
二
十
七
年
内
閣
府
令
第
十
号
）
（
抄
） 

 

（
表
示
の
方
式
等
） 

第
八
条 

第
三
条
及
び
第
四
条
に
掲
げ
る
事
項
（
栄
養
成
分
の
量
及
び
熱
量
に
つ
い
て
は
、
第
三
条
、
第
四
条
及
び
前
二
条
に 

掲
げ
る
事
項
）
の
表
示
は
、
次
の
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
別
表
第
二
十
の
上 

欄
に
掲
げ
る
食
品
に
あ
っ
て
は
、
次
の
各
号
の
規
定
（
第
三
号
の
栄
養
成
分
の
量
及
び
熱
量
の
表
示
に
係
る
規
定
を
除
く
。
）

に
か
か
わ
ら
ず
、
同
表
の
中
欄
に
定
め
る
様
式
（
当
該
様
式
に
よ
る
表
示
と
同
等
程
度
に
分
か
り
や
す
く
一
括
し
て
表
示
さ

れ
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
下
欄
に
定
め
る
表
示
の
方
式
に
従
い
表
示
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

～ 

八 

（
略
）  

九 

表
示
に
用
い
る
文
字
は
、
日
本
工
業
規
格
Ｚ
八
三
〇
五
（
一
九
六
二
）
（
以
下
「
Ｊ
Ｉ
Ｓ
Ｚ
八
三
〇
五
」
と
い
う
。
） 

に
規
定
す
る
八
ポ
イ
ン
ト
の
活
字
以
上
の
大
き
さ
の
文
字
と
す
る
。

セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
下
の
も
の
及
び
印
刷
瓶
に
入
れ
ら
れ
た
一
般
用
加
工
食
品
で
あ
っ
て
、
表
示
す
べ
き
事
項
を
蓋
（
そ 

た
だ
し
、
表
示
可
能
面
積
が
お
お
む
ね
百
五
十
平
方 

の
面
積
が
三
十
平
方
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
下
の
も
の
に
限
る
。
）
に
表
示
す
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
Ｊ
Ｉ
Ｓ
Ｚ
八
三
〇
五 

に
規
定
す
る
五
・
五
ポ
イ
ン
ト
の
活
字
以
上
の
大
き
さ
の
文
字
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
蓋
に
表
示
を
す
る
場
合
で
あ
っ

て
、
内
容
量
以
外
の
事
項
を
全
て
蓋
に
表
示
す
る
場
合
に
は
、
内
容
量
の
表
示
は
、
蓋
以
外
の
箇
所
に
す
る
こ
と
が
で
き

る
。 

７ 
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